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令和４年市議会３月定例会議案 

所 管 番   号 案            件 

土 開 報告第 １号 令和３年度知立市土地開発公社事業計画変更及び補正予

算（第１号） 

土 開 報告第 ２号 令和４年度知立市土地開発公社事業計画及び予算 

協 働 同意第 １号 知立市公平委員会委員の選任について 

教 庶 同意第 ２号 知立市教育委員会委員の任命について 

福 祉 議案第 ２号 第３次知立市地域福祉計画の策定について 

協 働 議案第 ３号 知立市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一

部を改正する条例 

企 画 議案第 ４号 知立市基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例 

企 業 議案第 ５号 知立市企業立地促進条例 

総 務 議案第 ６号 知立市公契約条例 

総 務 議案第 ７号 知立市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する

条例 

総 務 議案第 ８号 知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例 

総 務 議案第 ９号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の

一部を改正する条例 

総 務 議案第１０号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

総 務 議案第１１号 知立市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例 

総 務 議案第１２号 知立市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

総 務 議案第１３号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の

特例を定める条例の一部を改正する条例 

総 務 議案第１４号 知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例 

安 心 議案第１５号 知立市消防団条例の一部を改正する条例 

安 心 議案第１６号 知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例 



所 管 番   号 案            件 

環 境 議案第１７号 知立市環境美化推進条例の一部を改正する条例 

土 木 議案第１８号 知立市道路占用料条例の一部を改正する条例 

土 木 議案第１９号 知立市法定外公共用物管理条例の一部を改正する条例 

土 木 議案第２０号 知立市準用河川占用料条例の一部を改正する条例 

建 築 議案第２１号 知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

総 務 議案第２２号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変

更について 

土 木 議案第２３号 市道路線の認定について 

教 庶 議案第２４号 工事請負契約の締結について（トイレ改修工事（知立中

学校）） 

 議案第２５号 令和３年度知立市一般会計補正予算（第１３号） 

国 保 議案第２６号 令和３年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

長 寿 議案第２７号 令和３年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２号）

国 保 議案第２８号 令和３年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号） 

水 道 議案第２９号 令和３年度知立市水道事業会計補正予算（第１号） 

下 水 議案第３０号 令和３年度知立市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議案第３１号 令和４年度知立市一般会計予算 

国 保 議案第３２号 令和４年度知立市国民健康保険特別会計予算 

財 務 議案第３３号 令和４年度知立市土地取得特別会計予算 

長 寿 議案第３４号 令和４年度知立市介護保険特別会計予算 

国 保 議案第３５号 令和４年度知立市後期高齢者医療特別会計予算 

水 道 議案第３６号 令和４年度知立市水道事業会計予算 

下 水 議案第３７号 令和４年度知立市下水道事業会計予算 

 



報告第１号 

 

   令和３年度知立市土地開発公社事業計画変更及び補正予算（第１号） 

 

 知立市土地開発公社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 



報告第２号 

 

   令和４年度知立市土地開発公社事業計画及び予算 

 

 知立市土地開発公社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 







議案第２号 

 

第３次知立市地域福祉計画の策定について 

 

第３次知立市地域福祉計画を別紙のとおり策定するため、知立市議会の議決すべ

き事件を定める条例（平成２５年知立市条例第２９号）第２条の規定に基づき議会

の議決を求める。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、第３次知立市地域福祉計画を策定するため必要があるか

らである。 



議案第３号 

 

知立市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する

条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例（昭和４５年知立市条例第９

４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「市長の面前において、宣誓書（様式第１）に署名」を「別記様式によ

る宣誓書を市長に提出」に改める。 

 様式第１を別記様式とする。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正に鑑み必要が

あるからである。 



議案第４号 

 

知立市基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

知立市基金条例の一部を改正する条例（平成３０年知立市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。 

附則中「令和４年４月１日」を「令和８年４月１日」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、市制５０周年事業の再延期に伴い必要があるからである。 



議案第５号 

 

知立市企業立地促進条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市企業立地促進条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市内に工場等を新設又は増設（以下「新設等」という。）す

る事業者に対して奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進と市民の雇

用機会の創出を図り、もって産業の振興と市民生活の向上に資することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 事業者 営利を目的として工場等を新設等し、かつ、継続的に事業を営む、

知立市暴力団排除条例（平成２４年知立市条例第９号）第２条に規定する暴力

団又は暴力団員と密接な関係を有しない法人又は個人をいう。 

(2) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に

規定する中小企業者（次号の者を除く。）及び中小企業団体の組織に関する法

律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に規定する中小企業団体をいう。 

(3) 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。 

(4) 工場等 製造業（日本標準産業分類に規定する大分類Ｅ－製造業の事業をい

う。）に係る物品の製造又はその研究開発の用に直接供する施設及びこれらに

付帯する施設をいう。 

(5) 指定地域 本市に属する地域のうち、次に掲げるものをいう。 

ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の準工業地



域及び工業地域 

イ 都市計画法第１８条の２第１項の規定により定められた知立市の都市計画

に関する基本的な方針において産業促進拠点とされた地域のうち、市長が別

に定める地域 

(6) 新設 市内に工場等を有しない事業者が、指定地域内に工場等を新たに設置

することをいう。 

(7) 増設 市内に工場等を有する事業者が、指定地域内にある既存の工場等を拡

充し、若しくは全部を建て替え、又は指定地域内に工場等を新たに設置するこ

とをいう。 

(8) 投下固定資産 工場等の新設等のために取得した地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第３４１条第１号に規定する固定資産（償却資産を除く。）をい

う。 

(9) 固定資産取得費用 事業者が投下固定資産の取得に要した費用の合計額（消

費税及び地方消費税相当額を除く。）をいう。 

（奨励措置） 

第３条 市長は、予算の範囲内において、指定地域内に工場等を新設等する事業者

が次のいずれにも該当するときは、工場等建設奨励金（以下「奨励金」という。）

を交付するものとする。 

(1) 固定資産取得費用が、次に掲げる区分に応じて定める額以上であること。 

ア 小規模企業者 ３０００万円 

イ 中小企業者 １億円 

ウ ア及びイ以外の事業者 ５億円 

(2) 投下固定資産に関して市からその他の補助金等を受けていないこと。 

２ 市長は、前項に定めるもののほか、工場等の新設等に関し必要と認める支援を

行うことができる。 

（事業者の認定） 

第４条 前条第１項に規定する奨励措置を受けようとする事業者は、規則で定める

ところにより、市長に対し認定の申請をしなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

奨励措置を講ずる事業者として認定する。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による認定に必要な条件

を付すことができる。 



（奨励金の交付申請及び決定） 

第５条 前条第２項に規定する奨励措置の認定を受けた事業者（以下「認定事業者」

という。）は、認定を受けた奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定め

るところにより、市長に交付の申請をしなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、奨励金

の交付の可否を決定し、認定事業者に対してその旨を通知するものとする。 

（重複受給の禁止） 

第６条 事業者は、同一の工場等の同一の新設等において、知立市企業再投資促進

事業費補助金交付要綱に規定する補助金（以下「再投資補助金」という。）の交

付を重複して受けることができない。 

２ 事業者は、過去に奨励金又は再投資補助金の交付を受けた工場等の存する同一

の事業所において、同一の事業で第４条に規定する申請をすることができない。 

３ 事業者は、奨励金又は再投資補助金の交付を受けている期間は、新たに第４条

に規定する申請をすることができない。 

（操業継続期間） 

第７条 第５条第２項の規定により交付の決定を受けた認定事業者は、当該決定に

係る工場等の操業を操業開始の日から５年間継続しなければならない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第８条 奨励金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（認定の取消し） 

第９条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条第２

項の規定により行った認定を取り消すことができる。 

(1) 第３条第１項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき。 

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたと認められるとき。 

(4) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが適当でないと認

めるとき。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、奨励金の交付を受けた認定事業者が次の各号のいずれかに該当

するときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若し

くは一部の返還を命ずることができる。 



(1) 前条の規定により認定を取り消されたとき。 

(2) 奨励措置の対象となった工場等が操業開始の日から５年を経ないで操業を休

止し、又は廃止したと認められるとき。 

(3) 市税を滞納したとき。 

(4) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたと認められるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することが適当でないと認

めるとき。 

（事業者の地位の承継） 

第１１条 相続、譲渡、合併等により認定事業者に変更が生じたときは、奨励措置

に係る事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受けて

その地位を承継することができる。 

（財産処分の制限） 

第１２条 認定事業者は、奨励金の交付を受けた投下固定資産を、市長の承認を受

けることなく、操業開始の日から５年を経ないで奨励金の交付の目的以外に使用

し、譲渡し、交換し、担保に供し、貸し付け、取り壊し、又は廃棄してはならな

い。 

（報告及び立入検査） 

第１３条 市長は、この条例の施行において、認定事業者に対して必要な報告を求

め、又は立入調査を行うことができる。 

（認定事業者の役割） 

第１４条 認定事業者は、知立市中小企業振興基本条例（平成２５年知立市条例第

２号）第５条、第６条又は第１０条の規定による役割を果たすよう努めなければ

ならない。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、市内に工場等を新設等する事業者に対して奨励措置を講

ずるため必要があるからである。 



議案第６号 

 

   知立市公契約条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市公契約条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公契約に関し、基本方針を定め、市及び公契約の相手方の責

務を明らかにするとともに、公契約の適正な履行の確保及び労働者等の適正な労

働環境の整備を図り、もって市民の生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与

することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 公契約 市が締結する工事、製造その他の契約で、市がその目的たる給付に

対して対価の支払いをすべきものをいう。 

(2) 市長等 市長、教育委員会及び水道事業管理者の権限を行う市長をいう。 

(3) 事業者等 市と公契約を締結する者及び市以外の者から当該公契約に係る業

務の一部を受注する者をいう。 

(4) 労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の

親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）

であって、事業者等に雇用され、公契約に係る業務に従事するもの 

イ 自らが提供する労務の対価を得るため、公契約に係る業務を受注する者 

（基本方針） 

第３条 市は、次に掲げる事項を基本として、公契約に係る事務を実施するものと



する。 

(1) 公契約の適正な履行並びに公共事業及び公共サービスの良好な品質を確保す

ること。 

(2) 公契約の過程において、透明性及び競争の公正性を確保するとともに、不正

行為の排除を徹底すること。 

(3) 適正な労働環境を整備すること。 

(4) 地域経済及び地域社会の健全な発展を推進すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本方針にのっとり、公契

約に関する必要な取組を実施するものとする。 

（事業者等の責務） 

第５条 事業者等は、この条例の目的を踏まえ、公契約に携わる者として社会的な

責任を自覚し、法令を遵守するとともに、公契約を適正に履行しなければならな

い。 

２ 事業者等は、公契約に関する市の取組に協力するよう努めなければならない。 

（公契約の適正な履行） 

第６条 市長等は、公契約の適正な履行を確保するため、価格、品質、納期その他

の契約条件が適正なものとなるよう努めなければならない。 

２ 市長等は、予定価格を算出するに当たっては、経済社会情勢の変化を勘案し、

市場における労務及び資材等の取引価格等を的確に反映して積算しなければなら

ない。 

３ 事業者等は、公契約の適正な履行を確保できるよう、労務費その他の経費を適

正に積算しなければならない。 

（適正な公契約の締結） 

第７条 市長等は、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮して、適

正な時期に適正かつ合理的な規模で公契約を締結しなければならない。 

２ 市長等は、公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契

約方法を採用するとともに、公正な競争の下で行わなければならない。 

（適正な労働環境の整備） 

第８条 事業者等は、労働基準法その他関係法令を遵守し、労働者等の適正な労働

環境を整備しなければならない。 

（労働環境の確認） 



第９条 市長等は、規則で定める公契約（以下「特定公契約」という。）に係る事

業者等（以下「対象事業者等」という。）に対し、当該公契約に係る労働者等の

適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備が図られていることを確認するた

めに、必要な報告を求めるものとする。 

 （労働者等への周知） 

第１０条 対象事業者等は、次に掲げる事項について、特定公契約に係る業務が行

われる場所に掲示し、又は書面で交付することにより、特定公契約に係る労働者

等（以下「対象労働者等」という。）に周知しなければならない。 

(1) 対象労働者等の範囲 

(2) 愛知県の地域別最低賃金 

(3) 次条の規定による申出をする場合の申出先 

(4) 次条の規定による申出をしたことを理由に、解雇、契約の解除その他不利益

な取扱いをしてはならないとされていること。  

（労働者等の申出等） 

第１１条 対象労働者等は、賃金及び契約代金（以下「賃金等」という。）が支払

われるべき日において、支払われるべき賃金等が支払われていない場合又は支払

われた当該賃金の額が愛知県の地域別最低賃金を下回る場合は、市長等又は対象

事業者等にその事実を申し出ることができる。 

２ 市長等は、対象労働者等から前項の規定による申出があった場合は、対象労働

者等に対し、その申出の事実を確認するために必要な資料の提出を求めるものと

する。 

 （不利益取扱いの禁止） 

第１２条 対象事業者等は、対象労働者等から前条の規定による申出があった場合

は、誠実に対応するとともに、当該対象労働者等が当該申出をしたことを理由に、

解雇、契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（是正措置等） 

第１３条 市長等は、第９条に基づく労働環境の確認又は第１１条に基づく労働者

等の申出による確認の結果、労働環境が整備されていないと認めるときは、対象

事業者等に対し、是正するよう指導するものとする。 

２ 前項の規定による指導を受けた対象事業者等は、速やかに是正措置を講ずると

ともに、講じた措置及びその結果を市長等に報告しなければならない。 

３ 市長等は、必要があると認めるときは、対象事業者等に対し前項の内容につい



て説明を求めることができる。 

４ 市長等は、対象事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資

格停止の措置を講ずることができる。 

(1) 第９条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

(2) 第１項の規定による是正の指導に従わないとき。 

(3) 第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

（市内事業者等の受注機会の確保） 

第１４条 市は、地域経済の発展並びに地域における防災の体制維持及び向上を図

るため、市内に事務所又は事業所を有する事業者等の受注の機会を確保するよう

努めるものとする。 

（指定管理者との協定の取扱い） 

第１５条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者との間で締結する公の施設の管理に関する協定（知立市公の施設に

おける指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年知立市条例第２１号）

第７条に規定する協定をいう。）は、公契約とみなして、この条例の規定を適用

する。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が定める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘

引が行われる公契約から適用する。 

 

 提案理由 

この案を提出するのは、公契約の適正な履行及び労働者等の適正な労働環境の確

保のため必要があるからである。 

 



議案第７号 

 

知立市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市職員の服務の宣誓に関する条例（昭和４５年知立市条例第２６号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中「、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」を

削り、「に署名しなければ」を「を任命権者に提出してからでなければ、」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正に鑑み必要が

あるからである。 



議案第８号 

 

   知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例 

 

知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和４５年

知立市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年６月１日から施行する。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、市議会議員の期末手当の額の改定のため必要があるから

である。 

 



議案第９号 

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和４５年知立市条例第

３６号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年６月１日から施行する。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、市長、副市長及び教育長の期末手当の額の改定のため必

要があるからである。 

 



議案第１０号 

 

知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市職員の給与に関する条例（昭和４５年知立市条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２０条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に改め、同

条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の７

２．５」を「１００分の６７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年６月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、職員の期末手当の額の改定のため必要があるからである。 



議案第１１号 

 

知立市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市職員の育児休業等に関する条例（平成４年知立市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

目次中「第４章 部分休業（第１９条―第２２条）」を
「第４章 部分休業（第
  

 第５章 任命権者が講
 

第１９条―第２２条）
  

じるべき措置等（第２３条・第２４条）」
に改める。 

第２条第３号ア(ｱ)を削り、同号ア(ｲ)中「特定職に引き続き」を「引き続いて任

命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）」に改め、同号ア(ｲ)を同号ア

(ｱ)とし、同号ア(ｳ)を同号ア(ｲ)とする。 

第１９条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごと

の勤務時間を考慮して市長が定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

本則に次の１章を加える。 

  第５章 任命権者が講じるべき措置等 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊

娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員

に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業

の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じ

なければならない。  

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員



が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため

必要があるからである。 



議案第１２号 

 

知立市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

知立市個人情報保護条例（平成１３年知立市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第６号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）第２条第９項」に改める。 

第６条第１号中「第５２条第１項」を「第５２条」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の

廃止等に伴い必要があるからである。 



議案第１３号 

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定め

る条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例

の一部を改正する条例 

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例（平成

２２年知立市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

本則中「令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで」を「令和４年４月１日

から令和５年３月３１日まで」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、市長の給料月額の特例の期間の延長のため必要があるか

らである。 



議案第１４号 

 

知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 

知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（令和元年

知立市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項第２号中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に改め

る。 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年３月３１日に在職する者に対して支給する期末手当については、この

条例による改正後の知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例第７条第１項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、会計年度任用職員の期末手当の額の改定のため必要があ

るからである。 



議案第１５号 

 

知立市消防団条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市消防団条例の一部を改正する条例 

 

知立市消防団条例（昭和４５年知立市条例第７９号）の一部を次のように改正す

る。 

第１０条中「水火災その他の災害」を「災害（水火災又は地震等の災害をいう。

以下同じ。）」に改める。 

第１４条第１項の表団員の項報酬の年額の欄中「３２，０００」を「３６，５０

０」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 団員が職務に従事したときは、１日につき、次の表に掲げる出動報酬を支給す

る。 

職務 出動報酬の額 

 

災害又は警戒に係る出動 

円

８，０００

教育、訓練等 ４，０００

備考 災害又は警戒に係る出動の時間が４時間以下の場合の出動報酬の額は、

この表に定める出動報酬の額に２分の１を乗じて得た額とする。 

第１５条中第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とし、第４項を

第３項とする。 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１４条及び第１５条の規定は、令和４年４月１日以後に支給すべき



事由が生じた出動報酬及び費用弁償から適用し、同日前に支給すべき事由が生じ

た費用弁償については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、消防団員の報酬を引き上げる等のため必要があるから

である。 



議案第１６号 

 

知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

知立市消防団員等公務災害補償条例（昭和４５年知立市条例第８０号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第２項ただし書を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害

補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前

の例により担保に供することができる。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の

一部改正に伴い必要があるからである。 

 



議案第１７号 

 

知立市環境美化推進条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市環境美化推進条例の一部を改正する条例 

 

知立市環境美化推進条例（平成２３年知立市条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「毎年６月の第１日曜日」を「市長が定める日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、環境美化推進市民行動の日に実施する事業を社会情勢の

変化に応じて実施するため必要があるからである。 



議案第１８号 

 

   知立市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 

 知立市道路占用料条例（昭和５０年知立市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

     道路占用料 

占用物件 単位 占用料 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 １本１年につき 円

９５０

第２種電柱 １，５００

第３種電柱 ２，０００

第１種電話柱 ８５０

第２種電話柱 １，４００

第３種電話柱 １，９００

 その他の柱類 ８５

 共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル１年

につき 

９

 地下に設ける電線その他の線類 ５

 路上に設ける変圧器 １個１年につき ８３０

 地下に設ける変圧器 占用面積１平方メー

トル１年につき 

５１０

 



 変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 

１個１年につき １，７００

 郵便差出箱及び信書便差出箱 ７２０

 広告塔 表示面積１平方メー

トル１年につき 

２，４００

 その他のもの 占用面積１平方メー

トル１年につき 

１，７００

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートル１年

につき 

３６

外径が０．０７メートル以上０．１

メートル未満のもの 

５１

外径が０．１メートル以上０．１５

メートル未満のもの 

７７

外径が０．１５メートル以上０．２

メートル未満のもの 

１００

外径が０．２メートル以上０．３メ １５０

ートル未満のもの 

外径が０．３メートル以上０．４メ

ートル未満のもの 

２００

外径が０．４メートル以上０．７メ

ートル未満のもの 

３６０

外径が０．７メートル以上１メート

ル未満のもの 

５１０

外径が１メートル以上のもの １，０００

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる

施設 

占用面積１平方メー

トル１年につき 

１，７００

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下街及び地下

室 

階数が１のもの  Ａに０．００

５ を 乗 じ て

得た額 

階数が２のもの  Ａに０．００

８ を 乗 じ て

得た額 
 



  階数が３以上の

もの 

 Ａに０．０１

を 乗 じ て 得

た額 

上空に設ける通路  １，２００

地下に設ける通路  ７１０

その他のもの  １，７００

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面積１平方メー

トル１日につき 

２４

その他のもの 占用面積１平方メー

トル１月につき 

２４０

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第４

７９号。

以下「令」

という。）

第７条第

１号に掲

げる物件 

看板（アーチであ

るものを除く。）

一時的に設ける

もの 

表示面積１平方メー

トル１月につき 

２４０

その他のもの 表示面積１平方メー

トル１年につき 

２，４００

標識 １本１年につき １，４００

旗ざお 祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

１本１日につき ２４

その他のもの １本１月につき ２４０

幕（令第７条第４

号に掲げる工事

用施設であるも

のを除く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

その面積１平方メー

トル１日につき 

２４

その他のもの その面積１平方メー

トル１月につき 

２４０

アーチ 車道を横断する

もの 

１基１月につき ２，４００

その他のもの １，２００

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条 占用面積１平方メー ２４０



第５号に掲げる工事用材料 トル１月につき 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条

第７号に掲げる施設 

 １７０

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、道路占用料を改定するため必要があるからである。 

 



議案第１９号 

 

   知立市法定外公共用物管理条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市法定外公共用物管理条例の一部を改正する条例 

 

 知立市法定外公共用物管理条例（平成元年知立市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

占用物件 単位 占用料 

電柱等の

工作物 

第１種電柱 １本１年につき 円

９５０

第２種電柱  １，５００

第３種電柱  ２，０００

第１種電話柱  ８５０

第２種電話柱  １，４００

第３種電話柱  １，９００

その他の柱類  ８５

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル１年

につき 

９

地下に設ける電線その他の線類 ５

路上に設ける変圧器 １個１年につき ８３０

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メー

トル１年につき 

５１０

変圧塔その他これに類するもの及 １個１年につき １，７００



び公衆電話所  

郵便差出箱及び信書便差出箱  ７２０

広告塔 表示面積１平方メー

トル１年につき 

２，４００

その他のもの 占用面積１平方メー

トル１年につき 

１，７００

地下埋設

管等の物

件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートル１年

につき 

３６

外径が０．０７メートル以上０．１

メートル未満のもの 

５１

外径が０．１メートル以上０．１５

メートル未満のもの 

 ７７

外径が０．１５メートル以上０．２

メートル未満のもの 

 １００

外径が０．２メートル以上０．３メ

ートル未満のもの 

 １５０

外径が０．３メートル以上０．４メ

ートル未満のもの 

２００

外径が０．４メートル以上０．７メ

ートル未満のもの 

３６０

外径が０．７メートル以上１メート

ル未満のもの 

５１０

外径が１メートル以上のもの  １，０００

鉄道等の施設 占用面積１平方メー

トル１年につき 

１，７００

通路等の

施設 

地下街及び地下

室 

階数が１のもの Ａに０．００

５ を 乗 じ て

得た額 

階数が２のもの Ａに０．００

８ を 乗 じ て

得た額 

階数 が３ 以上 の

もの 

Ａに０．０１

を 乗 じ て 得



  た額 

上空に設ける通路 １,２００

地下に設ける通路 ７１０

その他のもの １，７００

露店等の

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面積１平方メー

トル１日につき 

２４

その他のもの 占用面積１平方メー

トル１月につき 

２４０

看板、旗ざ

お等物件 

看板（アーチで

あ る も の を 除

く。） 

一時 的に 設け る

もの 

表示面積１平方メー

トル１月につき 

２４０

その他のもの 表示面積１平方メー

トル１年につき 

２，４００

標識 １本１年につき １，４００

旗ざお 祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的 に設 ける も

の 

１本１日につき ２４

その他のもの １本１月につき ２４０

幕（工事用施設

であるものを除

く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的 に設 ける も

の 

その面積１平方メー

トル１日につき 

２４

その他のもの その面積１平方メー

トル１月につき 

２４０

アーチ 車道 を横 断す る

もの 

１基１月につき ２，４００

その他のもの １，２００

工事用施設及び工事用材料 占用面積１平方メー

トル１月につき 

２４０

仮設建築物及び一時収容施設 １７０

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



 

提案理由 

 この案を提出するのは、知立市道路占用料条例の一部改正に伴い必要があるから

である。 



議案第２０号 

 

   知立市準用河川占用料条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市準用河川占用料条例の一部を改正する条例 

 

 知立市準用河川占用料条例（平成１２年知立市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

占用の種類 区分 単位 占用料 

柱類を設置する場合 第１種電柱 １本１年につき 円

９５０

第２種電柱 １，５００

第３種電柱 ２，０００

第１種電話柱 ８５０

第２種電話柱 １，４００

第３種電話柱 １，９００

その他の柱類 ８５

管類を設置する場合 外径が０．０７メートル

未満のもの 

長さ１メートル１

年につき 

３６

外径が０．０７メートル

以上０．１メートル未満

のもの 

 ５１

外径が０．１メートル以  ７７



 上０．１５メートル未満

のもの 

 

外径が０．１５メートル

以上０．２メートル未満

のもの 

 １００

外径が０．２メートル以

上０．３メートル未満の

もの 

 １５０

外径が０．３メートル以

上０．４メートル未満の

もの 

 ２００

外径が０．４メートル以

上０．７メートル未満の

もの 

 ３６０

外径が０．７メートル以

上１メートル未満のもの

 ５１０

外径が１メートル以上の

もの 

 １，０００

橋りょう、通路及び暗きょを設置する場合 １平方メートル１

年につき 

１８０

その他河川区域を占用する場合 １平方メートル１

年につき 

２５０

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、準用河川に係る土地占用料を改定するため必要があるか

らである。 

 



議案第２１号 

 

知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一

部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改

正する条例 

 

知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例（令和２年知立

市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 法第１８条の２第１項の規定により定められた知立市の都市計画に関する基

本的な方針において産業促進拠点として利用を図ることとされている地域で、

市長が指定する土地の区域（以下「指定区域」という。）内において行うこ

と。 

(2) 開発区域に、次に掲げる土地の区域を含まないこと。 

ア 令第２９条の９第１号から第６号までに掲げる区域（市長が認める安全上

及び避難上の対策が講じられている土地の区域を除く。） 

イ アに掲げるもののほか、令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地

の区域として市長が認める土地の区域 

第３条第１項第８号を削り、同項第９号を同項第８号とし、同条第２項第２号中

「前項第２号」を「前項第１号」に改める。 

第４条第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 指定区域内において行うこと。 

(2) 建築物の新築等を行う土地の区域に、次に掲げる土地の区域を含まないこと。 

ア 令第２９条の９第１号から第６号までに掲げる区域（市長が認める安全上



及び避難上の対策が講じられている土地の区域を除く。） 

イ アに掲げるもののほか、令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地

の区域として市長が認める土地の区域 

第４条中第８号を削り、第９号を第８号とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第

１項若しくは第３５条の２第１項又は第４３条第１項の規定によりされた許可

の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていない

ものに係る同法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為又は都市

計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第３６条第１項第３号ハの規定に

より条例で定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更については、改正後

の知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第３条第１

項又は第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、都市計画法施行令の一部改正に伴い必要があるからであ

る。 



議案第２２号 

 

愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和４

年３月３１日をもって愛知県市町村職員退職手当組合から尾張旭市長久手市衛生組

合を脱退させることとし、愛知県市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更す

ることを関係地方公共団体と協議するので、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   愛知県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

愛知県市町村職員退職手当組合規約（昭和３３年愛知県市町村職員退職手当組合

規約第１号）の一部を次のように変更する。 

別表第１中「知多南部衛生組合 尾張旭市長久手市衛生組合」を「知多南部衛生

組合」に改める。 

別表第２の１区の項中「長久手市 尾張旭市長久手市衛生組合」を「長久手市」

に改める。 

   附 則 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、愛知県市町村職員退職手当組合から尾張旭市長久手市衛

生組合を脱退させることに伴い必要があるからである。 



議案第２３号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項

の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

提案理由 

 この案を提出するのは、新たに道路の維持管理をするため市道として認定する必

要があるからである。 

 

 



認定路線

整理番号 路　線　名 起　　　点 終　　　点

1277 八橋町１１２号線 八橋町川原田 八橋町川原田

1278 牛田町６７号線 牛田町西屋敷 牛田町西屋敷

2363 新林町６０号線 新林町本林 新林町本林

3496 新林町６１号線 新林町北林 新林町北林

3497 新林町６２号線 新林町北林 新林町北林

3498 新林町６３号線 新林町新林 新林町新林



1277 八橋町112号線

起 点

区 間

終 点

市 道 認 定 路 線



1278 牛田町67号線

起 点

区 間

終 点

市 道 認 定 路 線



3498 新林町63号線

3496 新林町61号線

2363 新林町60号線

3497 新林町62号線

起 点

区 間

終 点

市 道 認 定 路 線



議案第２４号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

  令和４年２月２２日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

記 

 

１ 工 事 名  トイレ改修工事（知立中学校） 

２ 工 事 場 所  知立市 広見二丁目 地内 

３ 工事の概要  建築工事、電気設備工事、機械設備工事 

４ 請負契約金額 金１６３，９００，０００円 

５ 請負契約者  知立市西町宮後５６番地 

共和建設工業株式会社 

代表取締役 藤澤 幸兄 

６ 契約の方法  一般競争入札 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、知立中学校のトイレ改修工事施行のため必要があるから

である。 

 



事前公表 落札率 98.1 ％

令和　４年　１月２４日 執行

工 事 名

路線等の名称

工 事 場 所

入札書記載金額 評価点 評価値

150,000,000 117.000 1.184

151,500,000 117.000 1.173

149,000,000 120.000 1.223

入札書比較価格 金151,900,000円

入 札 執 行 調 書

トイレ改修工事（知立中学校）

知立中学校

知立市広見二丁目地内

中一建設工業（株）　　

野々山建設（株）　　

共和建設工業（株）　　 落札

入 札 者 氏 名 備　考

※　上記金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。 落札者決定




